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十時厳間

TOS〃c"澱ａ７ｂｊｏﾙノ

(1)とくに代表的なものとして雑誌『思想』(1963Ｎｏ．

473）における「近代化をめぐっての特集号」およ

び，第12回関東社会学会大会（1964.6.28）における

「日本近代化の再検討に関するシンポジウム」をあ

げることができる。
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Ⅱ近代化の諸過程〔'）

「近代化する」ことを社会の推移の問題としてとらえ

ようとすれば，ある特定の時期からはじまる推移のプロ

セスとしてその問題を解明する立場がとられなければな

１
１

社会変動と近代化

一近代化論のための基準点の設定一

SocialChangeandtheProcessofModemization

１

人類社会の推移に関する特定の原理を大前提におき，そ

の大前提にしたがって過去および現在にまたがる人類社

会の推移を秩序だてて解釈しようとする。そしてさら

に，その解釈にもとづいて今後あるべき人類社会の推移

の方向を規定しようとしたことと一向に変りぱえしない

ように思うのである。ある種の特定の価値基準にもとづ

いて一つの理想的状況を設定し，その価値基準の客観的

根拠を明らかにすることなく，その際の個人的な希望的

観測と断片的な経験的事実とを窓意的につなぎあわせて

いくという，科学以前の揮沌たる状態こそ最近の近代化

論争の基調となっているように考えられる。

そこで本稿においては，まず「近代化する」ことの諸

過程を経験的実証的に分析するための一つの視点を明ら

かにし，その視点からする日本近代化過程の諸問題を概

観しながら，最後に「近代化させる」ことの問題にも触

れてみたいと思う。そうすることによって，近代化論の

ための一つの基準点を提示しようとするのが本稿のtl的

である。

Ｉ序

近代化という言葉の意味はきわめて多義的である。近

代化に関する諸論考〈'〕を参照するまでもなく，近代化概

念の混迷はまぎれもない事実であるといわねばならな

い。

近代化という言葉は，日常用語として常識的に語られ

ている場合，いかように考えられていようとも別段問題

ではない。しかしながら，近代化という用語によって社

会自体の推移に関するなんらかの必然的な傾向もしくは

法則性を意味し，推移の過程における一つのあるべき状

況を意味しようとするのであれば，それは，単なる常識

的な慣用語として見過すことはできない。というのは社

会の推移に関する法則性を追求する諸科学の立場からし

て，その問題は，当然，一つの重要な科学的研究の対象

となるからである。

ところで，学術用語としての近代化概念の混迷は，さ

らに基本的には,「近代化する」プロセスにおける法則性

の探求と「近代化させる」ことに関する規範的方向づけ

の探索とを混同することから発生しているように思う。

たとえば，「近代化する」ことのプロセスに関する普遍

的法則性の解明とはかかわりなく，「近代化させる」こと

の当為の概念がまず設定され，そのあるべき人間社会の

推移に関する特定の規範的状況にもとづいて，全ての人

間社会が過去から現在にいたるまでその特定の推移のプ

ロセスを経過してきたと常識的に判断し，かつ，そのよ

うに今後もまたすべての社会は推移すべきであると独断

的に規定してしる場合が多いように思う。それは，かっ

ての進化論的な諸社会理論がそうであったように，まず
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らない。そして，その特定の時期としての近代化の起点

を歴史上の特定の時点に設定する作業が，次におこなわ

れなければならないのである。

近代化の起点は，多くの辞典類にみられるように，お

鎧むね「封建社会から資本主義社会への移行｣〔2）を日安

としているものが多いとくに西欧諸国における経済・

技術面での｢産業革命｣,政治面での｢市民社会｣,そして、

文化面での「近代思想」の形成をもって世界史における

｢近代化」の起点とする説が一般のようである｡(3)しか

しながら，この種の主張には次の二つの点で問題がある

ように思う。第一は封建社会および資本主義社会，も

しくは市民社会という用語についてである。どのような

基準によってそれらの用語を用いるのかは，用いるひと

によって非常な相違が承られ，必ずしも共通した見解の

一致がみられないことが多いからである。近代化という

概念の解明に，余り明確でない他の同位概念を使用する

ことは，なんらその問題の解明に益することがない。

第二の問題点としては，封建社会および資本主義社会の

概念を一応規定しえたとしても，西欧諸国および若干の

国食を除きすべての国右が封建社会から資本主義社会へ

と連続して移行するとは限らな｛,､点があげられる。現在

の多くの低開発諸国の場合，明らかにそのような連続的

移行を経験していないが，その点に固執すれば，それら

の国炎が当面する問題は近代化現象から除外しなければ

ならないことになる。そこで，近代化の起点に関する通

文化的な基準を設定するための別種の作業が，ここに必

要とされるようになるのである。

この点に関し通文化的な比較可能な明確な基準を求め

ようとすれば，一般に工業化とよばれる概念に注目する

ことが得策であるように思う。もちろん工業化の概念に

ついてすでに明確な規定がなされているわけではない

が，「一連の機械装置が製造工業の典型的な生産方法と

なる｣(4)事態を工業化の本質的内容と承れば,世界史全般

における同一の機械，同一の生産技術の採用および使用

という比較可能な明確な荻準が設定できるようになる。

そして,それにしたがって､あらゆる社会の工業化への移

行をそれぞれの社会について個別的に規定することがで

きるようになる。たとえば，世界史上最初の工業化への

移行が行なわれたのは1825年から1830年にかけてのグレ

イト・プリテンにおける産業革命の時期であるとするの

が通説のようである。それは在来のマニファクチュアー

から機械装置による大工業へと飛躍的に発展した時期で

あると規定することが出来る。西欧諸国内においてもそ

のような工業化への移行の時期は，その意味で国々によ

第４号１９６４

り若干時代的に相違することになるが，同じ基準によっ

てわが国の工業化への移行の時期を求めようとすると，

その端初は江戸時代における幕府および西南雄藩による

洋式軍事工業の導入に求めることができる(5)。そのなか

でも，とくに安政四年(1857年)幕府による長崎飽の浦溶

鉄所の設立により，その後，わが国最初の六馬力蒸気ハ

ンマーが起動し，「小脇ﾉJながらも蒸気機関を備え一連

の工作機械体系をもった本格的な工場が出現した｣(6〉点

にわが国の工業化の起点を求めることは意義深いものが

あるように思う。というのは，同工場の工作機械により

他の工作機械が製造され，製造された工作機械がさらに

他の地方において別の工作機械を製造するという工作機

械による工作機械の製造，つまり機械制工業の基本がそ

の時期にわが国に据えつけられることになったからであ

る。そして明治維新以前においてすでに，「幕府の長崎

製鉄所では総計29馬力の蒸気力を，また横須賀製鉄所に

おいては180馬力の蒸気力を保有｣(7)するようになって1,,

たのである。

ところで，近代化の起点を工業化への移行に合致させ

る方法には，次のような有利な点がある。それは，各個

別社会がすべて同一の機械力および機械制生産様式を受

容するということ，および同一の要因を受容することに

よって生じる社会変化のプロセスを各個別社会について

個為に具体的に分析しうるということである。そして，

それらの変化は，受容する側の各個別社会に対する機械

技術の側からのインパクトとして分析することができる

のである。つまり，機械制生産様式という世界史に共通

の普遍的な要因によっておこるインパクトから派生する

共通の変化のプロセスと，受容する側の個別の生活様式

の相違から派生する特殊の変化のプロセスとを,一応,概

念的に区別しながらも両者を統合的に分析しうる立場に

立つことができる。それは,また,通文化的な国際比較の

ための統一的な研究方法の基盤ともなりうるのである。

工業化への移行とともに各個別社会の「近代化する」

諸過程がはじまるという前提に立てば，工業化への移行

とともに発生する諸変化を克明に分析することによって

｢近代化する｣プロセスの経験的実証的研究を展開するこ

とができる。そして，その間に一定の共通した傾向が通

文化的に承られるとすれば，それはどのような側面にお

いてどのような傾向をしめすものであるか，あるいはそ

の間に顕著な個別の変化のプロセスが染られるとすれ

ば，それはどのような状況のもとにおいてどのような個

別の変化をしめすものであるかを，客観的事実に即し個

為に実証的に明らかにすることができるのである。それ
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は，あたかも社会進化論に痛列な批判をなげかけたポア

スー派の歴史主義の立場にたつ実証的研究のための調査

活動にも比すべき，厳密な「実証性」を唯一の拠り所と

するものであることを必要とするのである。

次に，工業化への発足から波及する諸変化は，原理的

に次の二つの局面からその事象を分析していくことがで

きる。第一は機械制生産様式の導入に伴って必然的に発

生する一連の共通の諸変化に注目する接近方法である。

第二は機械制生産様式の導入に対して発生する個別文化

の側からの反応もしくは抵抗のメカニズムに注目する接

近方法である。

第一の接近方法は，伝統的生産様式から機械生産様式

への移行に際して発生する一連の連鎖反応的な諸変化の

分析に焦点を合せようとする。たとえば，機械制生産様

式を導入するためには，それに必要な多額の資本調達と

大量の労働力を必要とするようになり，さらに生産され

る拶い､商品のための広範な市場の開拓を迫られること

になる。そして，それ以前の生産，分配，消費に関する

伝統的な諸制度を根本的に改変せしめ新しい秩序として

の別種の経済機;購を形成せしめるようになる。機械を中

心とする新しい生産技術の採用とそれにみあう新しし､経

済機構の形成は，さらに社会の他の諸側面，たとえば，

都市への人口集中，都市化現象，社会的分業形態として

の職業構造の変化等をもたらし，その問に地域間階層間

の大規模な社会的移動をひきおこす。そして，社会全般

の階級階層榊造の変化に伴って人びとのものの見方，考

え方，感じ方にいたるまでの一連の諸変化を紹来するこ

とになる。これらの諸変化は，また，一定のつながりで

もって連鎖反応的に発生し工業化に移行した全ての社会

に多少とも共通してあらわれる普遍的な変化の側面を形

成するものと考えられる。

いつぽう，第二の接近方法は，普遍的な共通の変化の

側面よりも個別的な独自の変化の側面に分析の焦点を合

せようとする。優れて歴史的特殊的な独自性をしめす個

々の文化は，普遍的な共通の機械制生産様式の導入とそ

れに必要とされる諸変化への移行に際し，決して受動的

な反応のみを示めすものではない。そこで，共通の刺戟

に直面しながら，各個別文化の対応の仕方に各個別文化

独自の反応現象が生じる点に注目し，その間のカルチュ

ラルなメカニズムを手がかりとしながら，その後の変化

のプロセスを個別に究明しようとする接近方法をとるの

である．

ところで,これらの二つの接近方法は,工業化を起点と

する社会の推移のプロセスを分析する上で，これまで個

iご〆■Ｌ_－－
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を別点にもちいられてきたように思う。共通の普遍的変

化の側面に注目する研究はますますその普遍的変化の側

而のみにかかわる理論体系の構成を目指し，他方，個別

の独自の変化の側面に注目する研究はますますその個別

の変化の独自性を強調する方向へと向ってきた。杜会科

学における普遍化理論への傾斜と歴史科学における個性

的記述的研究への固執は，恐らくそれらの二つの傾向を

代表してきたものと云えるであろう。しかしながら，こ

の二つの接近方法は，近代化過程の経験的実証的研究の

推進のためには，ともに欠くべからざる重要性を担うも

のといわなければならない。というのは，工業化の展開

に伴って発生する普遍的変化への傾向と個別的変化への

傾向を統合的に把握することにこそ，現在の近代化論に

内在するある種の争点を蓉観的に解決しうる重要なポイ

ントがひそんでいると考えられるのである。

といって，工業化への移行によって発生する普遍的変

化への諸力と個別的変化への諸力を，一つの力学的状況

のもとにおいて統合的に把握することは，決して蒋易な

わざでない。そのためには，まず，機械制生産様式を採

用することから生ずるインパクトと伝統的な在来文化か

ら生じる変化への規制力とが，社会のどの側面において

どのように桔抵しあい融合しあうかを，組織的全体的に

把握し得るような分析枠を準備しなければならない。そ

して，その分析枠にしたがって社会の諸側面の推移に関

する克明な実証的研究を積み重ねていく以外に，この問

題の根本的な解決方法は見出し得ないのである。それ

は，つまり，新しい生産技術の導入によって次々と波及

する一連の諸変化と，その間にあって在来規制の諸力が

作用することから生じる顕著な個別的変化とを，技術，

経済機職，人口動態，社会構造，政治政度，価値体系の

諸側面において事実に即しそれぞれ具体的に克明に記述

し分析する作業を必要をしているのである。
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ＩＩＩＨ本近代化過程の概略

日本近代化過程の起点を幕末における洋式軍事工業の

導入に求めてきたが，その後の明治期における近代化過

程の特色は，蕪本的には在来規制の諸力による圧倒的な

影響にあったと考えられる。勿論，わが国の西欧文化に

たし､する接触は，極めて限定された範囲内においてでは

あったが，戦国末期から徳川期全般を通じて維持されて

きた。最近の諸研究によっても明らかなように（１），鎖国

以後の幕府の支配体制下においても西欧文化との交流が

全く杜絶してしまったわけではない。長崎のオランダ商

館その他の経路をたどり，特に江戸中期以後，一部の知

識階層は西欧文化に関する知識を意欲的に摂取してき

た。そして，幕末における西欧諸国との接触に際しすで

に多くの予備知識をもちあわせている状態にあったの

で，その後の全面な文化接触の過程において致命的な断

層を経験しないですむことになった。このように，徳川

中期以来，西欧に関する知織を入手するとともに西欧文

化にたし､するわが国に独''1の対応の姿勢がつくりあげら

れてきた。そして新井白石をはじめとするその後の幕末

の知識層においては，東洋の精神文化にたいする西洋の

物質文化，という二分法的な発想がすでに一般的な傾向

としてみられるようになっていた。西欧文化における技

術技芸の実用性には深い関心と興味をいだきながら，東

洋に伝統的な，しかも，わが国独自の人倫の道に関する

自負心には一向に変化がなかったものと考えられるので

ある。

明治維新以後，急速な全面的な接触を欧米諸国との間

にとりもつことになったわが国は，それ以前に準備され

た土壌のもとにあって(2)，白己の論理，価値観にもとず

く自主的な取捨選択的接触をもつことになった。それ

は，西欧の歴史が長年つちかってきた西欧文化のなかか

ら，技術的物質的な側面の承を集中的集約的に摂取する

方法となって具体化したのである。明治維新に際しての

新しい統一国家の護持と岡内秩序の維持にもっとも強い

関心を抱いていた明治政府の指導層は，なにをおいて

も，まず，富国強兵，そのための殖産興業に全ての精力

を集中しなければならなかった。それは，徳川期を通じ

国内に累積されてきた内部的要因に加えて当時の欧米列

強による植民地主義の外的圧力に対処しなければならな

かった特殊な環境的要因にもとずく強い規制を受けてい

たのである。それには，高度の生産力，軍事力を確保す

－
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るため，開国進取，文明開化の旗印のもとになによりも

西欧の産業技術，軍事技術の移植をはからねばならなか

った。

そこで，明治政府の股初におこなった重要な決定の一

つは，富国強兵策の推進のための莫大な財政資金の調達

であり，それらの資本にもとずく機械制生産設備の官営

による創設であった。兵器，造船，機械，建築，毛織

物，印刷，製紙その他，政府が直接必要とする財物の機

械技術による生産方式を確立し，同時に製糸，紡績その

他，民間産業振興のための諸技術を導入しようと試染

た。そして，「鉄道を敷設し電信をかけ諸工場を経営し

鉱山を採掘するなどあらゆる方面に国営工業の手をひろ

め，日本産業史上に工部省時代といわれる時代を開い

た｣(3)のである。つまり，在来の伝統的生産様式から機

械制生産様式への推移がこの時期の日本社会の中心的課

題であったのである。

新らしい産業を開発し大規模な諸工場を経営するに

は，もちろん，それに投下される莫大な資本の調達が必

要であった。それらの資本調達は，具体的には，富商豪

農にたし､する借入金（御用金）と不換紙幣の発行による

財政政策によって賄われた。そして，それら借入金の担

保には地租収入があてられ，全租税収入の80％以上を占

めていた地租収入の改正（明治６年）がその後の資本調

達の重大な財源として断行された。また機械制生産様式

の普及を計るためには大撞の労働人口を必要とするが，

それらの必要労働人口の確保は，交通，住居，貿易の自

由（明治１年)，士農工商の身分制の廃止（明治２年)，

土地永代売買禁止の解（明治５年）等の一連の政策によ

って準備された。それら一連の諸改革は，さらに，次だ

と派生的な影響を社会の他の諸側面にも波及せしめるこ

とになり，当時の外来思想に関する紹介批判とともに，

それまでの在来の論理，価値観に急激な作用を及ぼすこ

とになった。

しかしながら，それら諸改革の断行や外来事情の紹介

導入の多くは，在来の伝統的な論理，価値観を根底から

覆えそうと意図してなされたものでなく，また，結果的

にも覆すことにはならなかった。そして，かえって，そ

れら伝統的な道徳的倫理的規範，たとえば忠と孝．恩と

義理とし､った特定の価値観を，いっそう精綴化し拡大化

していくことに役立つ結果となった。その間に政治構造

におけるリードする側とリードされる側の相互の親近性

を接点とする特殊な関係が，あづかって力があったこと

は云うまでもない。そして，リードする側の伝統的価値

志向への依存性とリードされる側の伝統的価値志向への
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固執性とが組承合わさって，明治前期におけるそれ以前

との高度の連続性がつくりあげられたのである。その意

味で,明治前期における近代化過程は｢和魂洋才｣を基幹

とする技術中心の変容過程であったと考えられる。伝統

的な価値規範に立脚した新い､統一国家のための有力な

武器として，機械制生産様式の諸技術が組織的国家的な

規模において導入され,しかも,機械技術を除く他の西欧

文化の諸側面,とくに,わが国の伝統的な道徳的倫理的規

範と抵触する諸理念は,鋭意,意識的組織的に排除される

強力な政策がとられたのである。その意味で，明治初期

における価値理念に関する鎖国主義は，それ以前の徳川

期に連続してまたもや，為政者の手厚い保護のもとに持

続せしめられることになったといえよう。このように，

西欧技術への傾斜と伝統的価値規範への密着とが相互に

矛盾することなく，併存の状態として時の政府の指導屑

によって受けとめられたのが明治初期の実態であった。

ところで明治10年の後半に到ると，工部省の廃止とと

もに民間産業の活溌な発展が承られるようになった．在

来の商業資本による金融機関の活動，金禄公債を中心と

する鉄道，紡績等の新規民間事業の普及によって，旧幕

時代には承られなかった新しい会社制度が全国的に波及

していった。そして，日清日露の両戦役が日本資本主義

経済機構の確立に重要な役割を果したことは，「日清戦

争を機として，日本の資本主義，産業体制の地盤もで

き，方向も安定して，初めていわゆるtake-offの段階

を通りすぎるようになった｣(4)といわれるように，今日

の経済史における通説となっている。そして，経済機榊

の変化にともなって社会の他の諸側面にも次だと顕著な

変化が承られるようになった。たとえば，人口動態の面

においては，必ずしも信頼しうる正確な資料は残されて

いないとされているが，次表に承られるような顕著な諸

変化が，明治中期以後，明治末期から大正初期にかけ発

生するのである(5)。

新らしい経済機構の形成は，人口動態上の変化の承な

らず資本，労働，市場に関する基本的な変化をひきおこ

すことになった。明治前期における工業化の担い手が時

の政府であったのにくらべ．明治中期以後には新しい工

業化の担い手としての事業経営家が登場するようにな

る。いわゆる「キャプテン・オブ・インダストリー」の

時代が日清日露の両戦役を背景に出現したのである。ま

た，労働に関しても，経済機榊の変化と資本の論理の鯵

透によって，いわゆる「原生的労働関係」といわれる状

況のもとにおける賃労働が明治中期前後より出現するよ

うになる(6)。そして，このような職業構造における再編

と 近代化３１

表１明治年間の経済と教育の進歩

第１次'第２次'第3次

成の過溌が進行するにしたがって，在来の家族，地域社

会，階級階層の諸構造にも新しい衝撃が加わるようにな

った。さらに，政治制度の面においても，明治中期以

後，憲法の発布（明治22年)，国会の開設（明治23年）等

の一連の制度上の諸改革が実施されるようになったこと

は衆知のとおりである。

しかしながら，これら一連の諸変化に際し在来の諸制

度，諸慣行はただ受動的に反応しただけではない。それ

ら諸変化の内容を克明に分析すれば，後者の側の広範な

規制力をそこに見出すことができる。たとえば，政治制

度における代議制その他，形態上の諸変化を整えつつも

その実質におし､ては，前時代との根強い連続性を持続せ

しめてきたように思われる。また，職業構造の再編成の

諸過程においても，新しし､社会構造の上部階層に流れこ

んだ人びとの多くが旧士族階級の出身者であったことか

らみても(7)、在来の家族，地域社会，階級階胴の諸榊造

がその再編成過程に広範な規制力を作用せしめたことは

充分に想像されるところである。さらに，当時の政府に

おける職制および企業における経営組織を例にとってみ

ても，新しい事態に対処する新しい職制および組織を作

りあげる際に，いかに在来規制の諸力が強く作用してき

たかは多くの事実をもって証|ﾘｌすることもできる。たと

えば，古河市兵衛における鉱山経営の場合をみれば，初

期の経営組織は上級職制のみについてみても一等支配

人，一等副支配人，二等支配人，二等副支配人，三等支

配人，三等副支配人，一等手代，一等手代補といった職

能自体とは余り関係のないむしろ極めて身分的名誉称号

的な性格をもつ職制によって運営されてきた。そして，

明治中期以後，古河の資本は急激に増大しもはや市兵衛

'７１
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3２ 社会学研究科紀要

一人のきりもりではどうにもならなくなって伊市兵衛の

死後，ようやく明治37年に古河鉱業会社が設立されるこ

とになったが，新しい会社組織における新しい職制に

は，それ以前の身分本位の職制がそのままひきつがれる

ことになった(8)。工業技術の急速な変化にもかかわら

ず，分業形態における集団内成員間の身分的上下関係に

まつわる在来規制の強烈な作用を，われわれは，その間

に如実に見出すことができるのである。

さらに，資本主義経済機構の彦透にともなう価値体系

の変化にたいしては，明治初期以来，一貫した政府権力

による厳重な統制が加えられてきた。国是としての「文

明開化」を旗印としながらも，学校教育制度その他の手

段を通じての特定の価値理念の教育宣伝の強化によっ

て，在来の道徳理念，倫理規範の維持確立に非常な努力

がはらわれてきたことはわれわれの記憶に新しいところ

である。明治中期以後に強化される組織的な思想行政，

とくに社会主義思想にたいする執勧なまでの猟圧は，そ

の間の事情をよくあらわしているものと思われる。

ところで，その後の１１本における近代化の諸過程は，

大正・昭和期にかけてさらに著しい変化を蒙るようにな

る。在来規制の諸力を凌駕する種々のインパクトが国の

内外から社会の諸側面に加えられるようになり，大正末

期から昭和初期にかけての時期に，これまでに経験しな

かった新しい局面を招来したように思う。勿論，その間

の顕著な異質的変化を充分に系統づける確固たる資料を

いまだわれわれは入手しているわけではないが，その時

期における俸給生活者卿の定着と俸給生活者に独自の生

活様式の広範な彦透化，あるいは，社会思想史的な位置

づけにおける大正リベラリズムの出現等は，この間の異

質的な変化の方向を推定せしめるに足るものがある。明

治初期における全面的な工業化への移行以来すでに５０

年，大正末期にいたって，それまでに徐会に進行してき

た内部的諸変化とその時期における国際関係から派生す

る外部的インパクトによって，在来規制そのものの作用

に顕著な異質的変化が生じはじめたものと考えられるの

である。そして，この間，社会における指導層の交替が

二世代にわたって進行した点も見逃しがたい通要な意味
をもつように考えられる(，)。

さらに，その後の昭和期前半における諸変化のプロセ

スは．戦時国家統制の諸力が作用することにより日本近

代化過程における特殊な一時期を画することになった。

そして，もっとも急激な全面的な社会的推移の変化は，

云うまでもなく敗戦と戦後の経済復興を待たなければな
らなかった。
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戦後の日本近代化過程の諸問題は，占領下における民

主主義理念の国家的レベルにおける強制的移植と，革命

的な技術革新の全産業的規模における進行とによって特

徴づけられるように思う。敗戦という特殊な状況のもと

における民主主義理念との対決は，その急激な受容への

変化と緩漫な反擾への抵抗をしめす微妙な復合的様相の

もとに進行することになったが，その間，在来思想のす

べてを放棄し外来思想に全面的に移行したと承ること

も，あるいは，在来思想にほとんど変化を承ることなく

外来思想の皮層的な輸入の承に終始したと承ることも，

ともにわれわれの経験的事実からして妥当しない見解で

あるように思われる。そして，戦後，すでに一世代の交

替を承ようとする現在，戦後の新しい教育と族けを受け

てきた若い世代における新しい価値観の出現は，日本近

代化過程の今後の進路にとって重要な意味をもつものと

云わねばならない。新しい世代とそれ以前の世代との間

にふられる価値観の断層は，在来規制の諸力におけるあ

る種の不連続性の出現をも予想せしめるものがあり，た

とえば労務管理における最近の若年労働周管理の諸問題

のように，今後さらにいっそう集約的な調査研究の待た

れる重要な問題領域となっている。さらに，戦後，とく

に1950年の外資に関する法律が公布されて以来，外国技

術との提携が政府によって積極的に奨励されはじめたと

きからわが国の技術革新がはじまったとされているが．

新しい技術革新の普及にともなう社会の他の諸側面にた

し､するインパクトは今日ますます顕著な形であらわれは

じめている。とりわけ，就業構造における今後の変化の

方向如何によって，わが国労務管理の将来のあり方が決

定づけられるという意味で，その問題は多くの注日を浴

びているのである('０)。

(１１辻達也「徳川三百年の遺産」『中央公論』１９６４．
９参照．

(2ｌ堀江保蔵『明治維新と経済近代化』至文堂１９６３

特に「第３章近代化の前段階としての江戸時代」
参照．

(3)山崎前掲書Ｐ、２１

(4)東畑精一「経済主体の形成史」『経済主体性講座』
（有沢・他編）第３巻中央公論社，1960.ｐ､２８

(5)森田優三「日本の人口」前掲書第６巻ｐ、１７９

(6)隅谷三喜男『日本賃労働史論』東大出版，1955．
参照。

(7)菅野和太郎『日本会社企業発生史の研究』岩波書
店，1931．ｐｐ､616-618参照。

(8)星野芳郎「工業技術の発展｣『経済主体性講座』(前
出）第６巻，ｐ､８９参照。

(9)間宏『口本的経営の系譜』日本能率協会,1963
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ｐ・’２０参照。

(１０森五郎『戦後日本の労務管理一その性格と椛

造的特質』ダイヤモンド社，１９６１参照。

1Ｖ結 語

ところで，これまでの近代化論の多くは，「近代化さ

せる」ことに関する方向づけの問題に集中されてきたよ

うに思う。日本の近代化が叫ばれるとき，一つの特定の

理想的状況があって，それへの方向に向わしめることが

とりもなおさず日本の近代化であると考えられてきた。

そして，それらの理想的状況の多くは，おおむね，過去

150年に満たない西欧社会での変化の軌跡を追うことか

ら導きだされてきたように思う。そしてさらに，もっと

極端な場合，生活のすべての面にわたって国をあげて西

欧化することこそ日本近代化の進むべき方向であるとい

った主張すら承られるようになる。

日本の近代化をすべて西欧社会での変化の軌跡を追う

方向に求めようとする主張には，普通，次の二つの発想

法が暗黙の前提となっている場合が多いようである。第

一は，かっての進化論的社会理論の多くに衆られたよう

に，人類社会はすべて西欧文化のたどってきたこれまで

の推移の軌跡を追いながら変化していくものであるとみ

る発想法である。第二は，そのように変化していくこと

は人類社会の必然の法則であり，そのように変化するこ

とは「価値あること」であり，その故に当然そのように

｢変化させるべき」であるとみる発想法である。このよ

うな暗黙の前提に立つ主義主張，とくに，すべての社会

の近代化を枇界中の西欧化と同列におこうとすると主義

主張には，かっての進化論的社会理論にみられたナイー

ヴな西欧中心のエスノセントリズムの存続をみし､だすこ

とができるであろう。

そこで，かっての進化論的社会理論の虚妄性を徹底的

に追及しようとした雁史学派と同じように，厳密な実証

的経験的調査研究にもとずいて，それら暗黙の前提とな

っている諸点を克明に点検していく作業が必要とされる

のである。すべての人類社会は一定の進化の段階を経て

変化してきたとする主張をかっての歴史学派が問題とし

たように，工業化への移行および移行にもとづくその後

の変化にある種の必然的法則がみられるとする主張をわ

れわれはここで問題とする必要がある。そして，本稿に

おいては，「社会の必然的変化」のプロセスに関する経験

的実証分析のための一つの基瀧点を設定しようと努力し

て，とくに，工業化にともなう必然的普遍的変化と個別

． 一－－

と 近代化３３

的独自的変化を見極めることに強い関心を払ってきた。

その愈味で、また日本における近代化過程を分析する際

に，どのような変化がどのような社会の側面にどのよう

な時期にあらわれるようになったかを概観しながら，今

後の克明な実証調査のための基本的な手がかりをつかも

うと努力してきたのである。

たとえば，生産技術に関する変化のプロセスには，工

業化への移行がいったん決定されると，各個別文化の差

異を超越する高度の普遍性がみられるようになる。そ

れは，効率原理を絶対規範とする生産技術の取捨選択過

程には，在来規制の諸力の作用しうる余地がまったく残

されていないからである。そして，社会の生産技術の側

面においてはつねにより効率の高い技術が求められ，そ

れらが現実には欧米諸国における既存の諸技術に依存し

ているとしても，そのことは決して西欧化現象と同一視

されうる性質のものではない。というのは，生産技術に

おける近代化のプロセスは，原理的には，西欧における

と否とにかかわらず自然科学の原理にもとづく効率韮準

を唯一の規範とする方向に必然的に変化せしめられるか

らである。しかしながら，同じような事態を社会の他の

諸側1ｍ，つまり，経済機構,人ｎ動態，社会構造，政治制

度，価値体系においても発見しうるかどうか，すこぶる

疑問であるように思う。それら諸側面の現象に関する既

存の諸理論には，、然科･学におけると同様の普遍性がふ

られるかどうか，すこぶる疑問に思えるからに外ならな

い。そして，この疑問に答えるためには，既存の諸理論

のカルチュアー・バウンドな特性を克服するための通文

化的な比較研究による実証活動が必要とされるのであ

る。

このような努力を除いてそれら諸側而の現象を粋定の

方向に変化さしめようとすることは，そのことの是非は

ともかくとして，決して法則的な必然的変化の方向をた

どっていることにはならないのである。

最後に，特定の方向に変化せしめることつまり，西欧

文化の過去の一連の変化のプロセスに他の個別文化の変

化を導くことが，果して「価値ある」ことかどうか問わ

れなければならない。今日の科学上の知見をもってして

も，なにが｢価値ある」ものであり，なにが「価値なきも

の」であるかは，容易に決定することはできない。生産

技術におけるように，生産という目的のための手段の優

劣から判断しうる「価値ある」ものと「価値なき」ものの

区別は比較的容易に判断されるとしても，「生産する」こ

とが「生産しない」ことよりもつねに「価値ある」ことか

どうかは容易に決定しえない問題である。したがって，

五
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近代化の方向づけに関する価値判断は，客観的事実に関

する法則性の探求と同時に科学的認識の世界を超える価

値領域の特定の判断に依存する面が強く残されている。

ともあれ，多くの国々は好むと好まざるとにかかわら

ず全而的な工業化への移行を決定し，その決定がもたら

す諸変化にそれぞれ在来規制の諸力を通し個別に対応し

ようとしている。その意味で，近代化させるということ

は，工業化から派生する国の内外からの影響力を方向づ

けるための一つの理想的状況に関する問題意識であると

第４号１９６４

いえる。それは，法則性の探求にかかわる側面をもつと

同時に，価値領域における相対的な多様性に拘束される

側面をもつ。

現在の近代化論に謀られる混迷からの脱出は，やは

り，「近代化する」ことと「近代化させる」ことの両者

を区別し，まず，近代化する「社会変動」としての諸過

程の実証的分析を通しその問の個別の対応の仕方を克明

に分析し評価することから，次に，近代化する方向づけ

の問題を解明していくことにあると思う。


